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セゾンカード《ami》特約

（カード名称）
このカードは、株式会社クレディセゾン が発行するもの
で、 《ami》 《ami》アメリカン・エキスプレス・カ

《ami》 《ami》アメリカン
（以下、 と称します。

（カードの発行）
ド《PALETTE》 《PALETTE》

《PALETTE》
《PALETTE》

（以下、 いずれかの会員であった方が、本
特約とセゾンカード規約を承認し本カードご利用のお申込みをされ、当社
が本カードのご利用を認めた方 に、本カードを発行
いたします。
⑵本会員がご利用代金などのお支払いを引き受けることを承認されたご
家族の方で、当社に入会のお申込みをされ、当社がご利用を認めた方（以下

に家族
カードを発行いたします。
（債務承認）

本会員は、パレットカードの利用により発生した当社に対する債務を、本特
約とセゾンカード規約の定めに従い弁済するものとし、当社はこれを承認
いたします。
（キャッシングサービス）

セゾンカード規約第３章のキャッシングサービスは、本会員のみ利用でき
るものとします。
（適用規約）

⑴本カードについては、セゾンカード規約に加え本特約が適用されます。両
規定が重複する場合は、本特約を優先いたします。
⑵本カードについては、セゾンカード規約第５章（ゴールドカードセゾンの
特則）の適用はありません。
⑶本カードの内、セゾン《ami》アメリカン・エキスプレス・カード及びセゾ
ンゴールド《ami》アメリカン・エキスプレス・カードについては、第35条（年
会費）、第37条（会員資格の喪失等）、第39条（セゾンカードインターナショナ
ル・アメリカン・エキスプレス・カード）、第40条（セゾンゴールド・アメリカ
ン・エキスプレス・カード及びセゾンプラチナ・アメリカン・エキスプレス
・カード）を除くセゾンカード規約第６章（セゾンアメリカン・エキスプレス
・カードの特則）が適用されます。
（特約の変更）

本特約が変更され、その変更内容を本会員にお知らせした後に、本カード
に関する取引があった場合又はお知らせ後１ヶ月の経過をもって、会員に
は内容をご承認いただいたものとみなします。


